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豊能町総合まちづくり計画とは？

　豊能町総合まちづくり計画は、10年後の豊能町のあるべき姿を考え、それに向かって住民ができる
こと、行政が取り組むことを考えながら、“まちづくりの課題”を解決し、幸福に安心して充実した暮
らしを送り続けることができるまちをめざす町の最上位計画です。

　本計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の3つで構成されています。それぞれで示している項目
は以下の通りです。

　基本構想と基本計画の期間は、令和4（2022）年度からの10年間で、基本計画については、中間年度
にあたる令和8（2026）年度に必要な見直しを行います。
　また、毎年度実施している事業評価を実施計画として、施策の実現に向け取り組みます。

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

基本構想（10年間）

10年間でまちがめざす「将来像」

基本指針ごとに方向性を示した 12の「基本施策」

将来像を実現するための３つの「基本指針」

基本施策を実現するための
「施策」と「主要な取組み」

施策を実施していくための「年度計画」

各計画の内容

基本計画（10年間）※令和8（2026）年度に必要な見直し

実施計画
実施計画

実施計画
計画終了まで毎年見直し

計画の構成

基本構想

基本計画

実施計画

どんな計画？1

計画の構成は？2

計画の期間は？3
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“ひとづくり”において
解決すべき課題

“しごとづくり”において
解決すべき課題

“まちづくり”において
解決すべき課題

“ひとづくり”に関する視点

“しごとづくり”に関する視点

“まちづくり”に関する視点

● 合計特殊出生率が全国最下位
● 25 年後には 75 歳以上人口が
　50％を超える
● もっと積極的な地域交流や
　住民参画が必要
● 医療体制の充実が求められている
● 障害福祉に対する満足度が低い

● 町外に働きに出る人が多い
● 集客力のある観光資源や
　宿泊施設が少ない
● 農林業に対する意識が
　低下している
● 生産年齢人口の減少による
　生産力の低下が懸念される

● インフラや法定外公共物の老朽化
　が進んでいる
● 公共交通への不満が多い
● 観光施策に対する満足度が低い
● 自治体 DX の推進や行財政改革
　が求められている

・若年層の移住定住の促進
・子育て支援と教育環境の充実
・高齢者や障害者などの
　福祉サービスの向上
・地域で支え合い、助け合える
　地域福祉の推進
・医療環境の整備と地域医療の充実

・新しい働き方への対応
・企業誘致などによる雇用の場の確保と

商工業の振興
・効果的かつ利便性の向上に向けた
  土地利用
・農林業の人材確保と運営支援

・住民同士の交流の活性化と、
  住民主体の活動への支援
・公共交通などの利便性の向上
・下水道や道路などの公共建造物などの
  整備と維持
・豊かな自然の保持と環境保全活動の推進
・新しい観光のあり方の検討
・自治体 DX の推進や ICT の取り入れに
　よる効率的な行政運営

豊能町が抱える“まちづくりの課題”って？4
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豊能町がめざす「まちの将来像」

　本町では、大阪府の中でも特に豊かな自然に囲まれている一方で、阪神地域や大阪市のベッドタウン
として住宅街の一面もある、住み良いまちです。これまでは、その良さに磨きをかけるための施策に取
り組み、東西の両地区がそれぞれの魅力を磨き、2つの顔を持ったまちとして発展してきました。

　本町では、東西それぞれがつくり上げてきた魅力を融合させることで、農村と住宅街から生み出され
る多様性と創造性を大切にした「新しい豊能町らしさ」をつくり上げ、その魅力に溢れるまちづくりに
取り組んでいくことで、他地域にはない新たな価値を創出し、人口15,000人を維持し続けることを目
標に、持続可能な地域づくりをめざしていきます。

　土地利用構想については、北摂地域の都市
や亀岡市、その奥に広がる北近畿地域の都市
との結びつきを強くしていくことが重要で
す。そのため、東西の幹線道路沿いの利便性
の向上や企業の誘致、道路の整備など、周辺
地域の状況に合わせた土地利用について検討
していきます。
　また、市街化調整区域内の整備の方向性を
示すゾーニングを行うことで、まちの魅力を
最大限に発揮させ、安全・安心に暮らすこと
ができる利便性と快適性を備えた住環境をめ
ざします。

まちの将来像

土地利用構想
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　豊能町には、市街化区域であるニュータウンと市街
化調整区域である農村があり、それぞれが別の魅力を
持っています。今後新たなまちづくりを進めるには、
再生可能な里山の資源や風景などを都市住民と共有
し、里山資源をうまく利用して豊能にしかない魅力あ
る新たな価値を創出していくことが大切です。そして
新たに生み出した価値を広域的に発信し、多くの人に
訪ねてもらい、都市と里山の双方が融合することで、
多様性・創造性に富んだ持続可能な自立したまちをめ
ざします。

　時間や場所に捉われない柔軟な働き方に注目が集
まっています。本町では自然や景観をうまく利用し
て、民間との協働によるサテライトオフィスや起業家・
フリーランサー向けのコワーキングスペースの整備な
ど、新しいことへ積極的に挑戦します。また、テレ
ワークとライフスタイルの充実が図れるような環境整
備を行い、新たなサービスやビジネスモデルが生まれ
るワークスタイルのイノベーションを創造する豊能型
の「新しい仕事スタイル」を実現します。

　まちに住んでいる人、これから住もうと考えている
人、訪れる人など様々な人にまちを好きになってもら
うためには、豊能町ならではの新しい生活スタイルを
一緒につくり上げていくことが必要です。身近な生活
空間のリノベーションや、新しい憩いの場の創出、そ
れらに関わる人たちとのふれ合いなどを通じて、多く
の人にとって暮らしやすいまちづくりの実現を目指し
ます。また、仕事・生活環境の両面から地域コミュニ
ティを育て、地域コミュニティが新しいビジネスモデ
ルを育むといった相乗効果を生み出します。

3 つの大きな考え方
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まちの将来像 基本指針 基本施策

施策の体系
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施　策 主要な取組み



〒563-0292　大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
 T E L：072-739-3412　　F A X：072-739-1980
 H　P：https://www.town.toyono.osaka.jp/

計画の詳しい内容は
こちらから

ご覧いただけます。

発行年月／令和4年3月
発行／豊能町　　
編集／まちづくり創造課


